横須賀市立浦郷小学校ＰＴＡ規約

第　1　章　　　名 称 及 び 事 務 所
第1条 この会は、横須賀市浦郷小学校ＰＴＡという。
第2条 この会は、事務所を横須賀市浦郷小学校におく。

第　2　章　　　目 的 及 び 活 動
第3条 この会は、保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をおこなう。
(1) よい保護者、よい先生となるようにつとめる。
(2) 家庭と学校の緊密な連絡によって児童の生活を指導する。
(3) 児童の生活環境をよくする。
(4) 公教育費の充実のために努力する。

第　3　章　　　方　　　　　針
第5条 この会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
(1) 児童の教育及び福祉のために活動する他団体や機関と協力する。
(2) 特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為はおこなわない。
(3) 学校の教育方針には協力するが、学校の管理や教職員の人事には干渉しない。

第　4　章　　　会員及び会費
第6条 この会の会員は、浦郷小学校に在学する児童の保護者又はこれに代わる者と浦郷小学校の教職員とする。
第7条 この会の会員は、会費を納めるものとする。
　　　　　　　　  会費は一家庭月額３００円とする。ただし、保護者が一名の家庭は月額１５０円とする。
　　　　　　　　  ただし、特別な事情があるときは、運営委員会の承認を得て減免することができる
第8条 この会の会員は、横須賀市立小学校ＰＴＡ連絡協議会、神奈川県ＰＴＡ連絡協議会及び日本ＰＴＡ全国協議会の会員とする。

第　5　章　　　　会　　　　　計
第9条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入によっておこなう。
第10条 この会の会計は、総会において決議された予算に基づいておこなう。
第11条 この会の決算は、会計監査を経て年度始め総会に報告し承認を得なければならない。
第12条 この会の会計は毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。



第　6　章　　　　役　　　　　　　員
第13条 この会の役員は、次のとおりとする。
(1) 会　長		１名
(2) 副会長		3名～4名
(3) 書　記、庶　務		各１名　　(教職員)
(4) 会　計		１名
第14条 役員の任期は１年、兼任は認めないが再選は妨げない。
　　　　　　　   ただし会計の再選は1回までとする。
書記、庶務の任期及び選考は、学校側に一任する。
第15条 役員に欠員が生じたときは、細則の定めるところにより運営委員会がその補充を決定し、任期は前任者の残任期期間とする。　
第16条 役員は細則の定めるところにより、年度末総会において選出する。
　　　　　　   　ただし、書記及び庶務は年度始め総会において紹介する。
第17条 新たに選ばれた役員は、４月１日に就任する。
第18条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、この会を代表して会務をおこない、総会、運営委員会及び全体委員会を招集する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合にはその職務を代行する。
(3) 書記及び庶務は、運営委員会の議事を記録し、この会の庶務を担当する。
(4) 会計は、金銭の出納を担当し、年度始め総会に会計監査を経た決算を報告し、承認をうけなければならない。

第　７　章　　　会 計 監 査 委 員
第19条 この会の会計を監査するために、3名の会計監査委員をおく。
第20条 会計監査委員は、第16条に準じて年度末総会において選出する。
　　　　　　　  　ただし、公認会計士をもってこれにかえることができる。
第21条 会計監査委員は会計を監査し、その結果を年度始め総会に報告しなければならない。
第22条 会計監査委員の任期は、1年とする。
　　　　　　　  　ただし、再選は2回までさしつかえない。

第　８　章　　役員・会計監査委員候補者選考委員会
第23条 役員及び会計監査委員の候補者を選考するために、役員・会計監査委員候補者選考委員会（以下選考委員会という）をおく。
第24条 選考委員会は、細則の定めるところにより選出し、氏名を文書で公示しなければならない。
第25条 選考委員会の委員は、役員選挙・会計監査委員選挙の管理を兼務する。






第　９　章　　　総　　　　　会
第26条 総会は全委員をもって構成され、この会の最高議決機関である。
第27条 定期総会は、毎年度次のとおりとする。主として、以下に挙げる議案の審議を行う。
　　　　　　　　　ただし、必要のある時は臨時総会を開くことが出来る。
(1) 年度始め総会
　　　　新会員、新役員、運営委員に関する報告
　　　　年間活動計画、予算、決算に関する審議承認
(2) 年度末総会
　　　　年度末総会は文書総会とする
新年度役員及び会計監査委員の選出
第28条 定期総会の日時、場所及び議題は、1週間前に会員に通知しなければならない。
　　　　　　　  　ただし、臨時総会はこの限りではない。
第29条 年度初め総会は、会員数の5分の1以上（委任状を含む）の出席がなければ開くことができない。
第30条 年度末総会は、会員数の5分の1以上の有効投票があれば総会の役目をする。
第31条 総会の議決は、出席者の半数以上の同意を必要とする。
第32条 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または全会員の5分の1以上の要求があったときに会長が招集する。

第　10　章　　運 営 委 員 会
第33条 運営委員会は、役員、常置委員会の委員長及び副委員長をもって構成し、特別委員会及び臨時委員会の委員長及び副委員長ならびに校長及び教頭は同会に参画することができる。
第34条 運営委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 常置委員会、特別委員会及び臨時委員会で立案された事業計画を審議検討する。
(2) 総会に提出する議案や報告を作成する。
(3) 必要のあるときは、臨時委員会を設けることができる。
(4) 役員に欠員が生じたときは、その補充を決める。
(5) その他運営上必要な事項を審議する。
第35条 (1)　運営委員会は、原則、毎月1回例会を開く。
　　　　　　　　　ただし、会長又は構成員の半数以上が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
(2)　運営委員会は、構成員の半数以上の出席を必要とする。

第　１１　章　　　常　置　委　員　会　等
第36条 この会に次の常置委員会、特別委員会および臨時委員会をおき、必要に応じて例会を開く。
常置委員会	：	保健成人委員会、校外指導委員会、広報委員会、学年委員会、
		
特別委員会　：	選考委員会、浦郷フェスティバル実行委員会
臨時委員会　：	（必要に応じて設置）

第37条 委員会の委員長及び副委員長は、会長が委嘱する。
ただし、教職員から選出の副委員長は、学校側に一任する。
第38条 委員会の委員は、細則の定めるところにより選出する。
第39条 (１)　常置委員会および特別委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は1年とし、原則、再選は2回まで妨げない。
(２)　臨時委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、任務終了時までとする。
第40条 常置委員会および特別委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 保健成人委員会は、保健衛生、家庭教育、文化活動、社会文化の面を担当する。
(2) 校外指導委員会は、校外生活指導、これに関連する団体との連絡調整などを担当する。
(3) 広報委員会は、広報を編集発刊し、ＰＴＡ活動の周知徹底などを担当する。
(4) 学年委員会は、学年共通の事項について活動するとともに、会員の意向を汲みあげ、運営委員会に連絡し、また学年学級ＰＴＡ活動推進などを担当する。
(5) 選考委員会は第8章に従い、次年度の役員及び会計監査委員の選考を担当する。
(6) 浦郷フェスティバル実行委員会は、当該行事の企画・運営・調整を担当する。
第41条 常置委員会、特別委員会および臨時委員会は、いかなる事業計画についても運営委員会に諮らなければならない。

第　12　章　　改　　　　正
第42条 この規約は、総会において出席者の3分の２以上の賛成がなければ改正することはできない。
第43条 (１)　この規約の各章については、別に細則を設けることができる。
(２)　規約にない事項は、運営委員会に諮って処理する。
第44条 この会に内規を設けることができる。

第　13　章　　個人情報管理
第45条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「横須賀市立浦郷小学校PTA個人情報保護規程」に定め、適正に運用するものとする。

第　14　章　　入退会規定
第46条 入会は任意とし会の趣旨に賛同する者を、第6条の該当者から広く公募する。　入会は家庭単位とし、所定の入会申込書を会長に提出する。
第47条 入会届を提出した者は、第13章に規定される個人情報保護規定に同意したものとみなす。
第48条 卒業、転校、転勤等により第6条の資格を喪失した者は、自動的に退会したものとする。
第49条 第48条に規定されている者を除き、現に入会している者の中で、退会を希望する場合は、所定の退会届を会長に提出する。
第50条 第48条による退会時には、当該半期の支払い済み会費を月割り計算し返金するものとする。　ただし、卒業による退会については年度末が起算日となるため、返金は発生しない。
第51条 第49条による退会時には支払い済みの会費は、返金されない。


付　　　　　　則
この規約は、総会承認の当日から施行する。
昭和３６(1961)年	02月13日	制定
昭和５０(1975)年	04月01日	改正
昭和５３(1978)年	05月06日	改正
昭和５４(1979)年	03月07日	改正
昭和５８(1983)年	05月07日	改正
昭和５９(1984)年	03月07日	改正
平成０１(1989)年	03月04日	改正
平成０８(1996)年	04月01日	改正
平成１３(2001)年	03月03日	改正
平成１４(2002)年	03月02日	改正
平成１８(2006)年	１１月22日	改正
平成１９(2007)年	04月01日	改正
平成２２(2010)年	03月10日	改正
平成２３(2011)年	03月10日	改正
平成２３(2011)年	05月21日	改正
平成２７(2016)年	03月03日	改正
平成３０(2018)年	03月03日	改正
平成３1(2019)年	03月07日	改正
令和2（2020）年	01月21日	改正
令和3（2020）年	02月16日	改正


















 




細　　　　　則

第　１　章　　　　役　　　員
第1条 (規約第15条)会長に欠員が生じたときは、副会長の中から１名が昇格する。
第2条 (同条)会長以外の役員に欠員が生じたときは、運営委員会がこれを補充する。
第3条 (規約第16条)役員の選出は次の方法による。
(1) 選考委員会は役員の立候補者を公募する。
(2) 立候補者がいない場合は、選考委員会の推薦により選出する。ただし、選考委員会の委員は役員には選出できない。なお、必要により候補者の公募を行うことができる。
(3) 選考委員会は、定員以上の候補者をあげ、年度末総会開催日１週間前までに役員候補者を公示する。
(4) 選考委員会は、役員候補者に対し、(1)号及び(2)号とも公示以前に本人の同意を得なければならない。

第　２　章　　　　会　計　監　査　役　員
第4条 (規約第20条)会計監査委員の選出は、前条の役員を会計監査委員と読み替えておこなう。
第5条 (規約第21条)会計監査委員は、この会の会計について１０月に中間監査を、3月に年度監査をおこなう。

第　３　章　　　常置委員会及び特別委員会
第6条 (規約第37条)副委員長の定数は、２名までとする。
第7条 (規約第38条)委員は、学年の保護者の互選により各学年（選考委員会は2～6年生）から選出するものとし、選考委員会および浦フェス実行委員会は各学年1～2名、その他委員会は各学年3～4名を定数とする。
(1) 各委員会は、選出された委員により構成する。
(2) 教職員については、前条及び前項の規定のかかわらず、全常置委員会の定めるところにより配置する。

第　４　章　　　　臨 時　委　員　会
第8条  (規約第38条)委員会構成は、運営委員会に諮り決定する。
第9条 教職員代表は、教職員の互選により1名選出する。

第　５　章　　　委員選出について
第10条 常置委員会および特別委員会の委員選出は次の順序によることを原則とする。
(1) PTA委員希望票を配布し希望をとる。
(2) 希望票に基づき話し合う。
(3) 必要に応じ再度募集等を行う。
第11条 臨時委員会の委員選出方法は、運営委員会に諮り決定する。
第12条 運営委員に選出された人は、その年度に在籍している児童全員の学年で委員を経験したものとみなす。

第　６　章　　　細　　　　　則
第13条 （規約第42条）この細則は、本規約に反しない限りにおいて運営委員会の決議を経て定めることができる。
第14条 (1)この細則は、運営委員会において構成員の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
　　　　　　(2)改正の結果は、次期総会に報告しなければならない。



付　　　　　　則
昭和５３(1978)年	04月01日	施行
昭和５４(1979)年	03月07日	改正
昭和５７(1982) 年	04月01日	改正
平成０１(1989)年	03月04日	改正
平成０４(1992)年	04月25日	改正
平成０６(1994)年	04月01日	改正
平成０９(1997)年	03月01日	改正
平成１３(2001)年	03月03日	改正
平成１６(2004)年	03月06日	改正
平成１８(2006)年	11月22日	改正
平成２２(2010)年	02月06日	改正
平成２２(2010)年	12月04日	改正
平成２３(2011)年	05月21日	改正
平成２４(2012)年	02月04日	改正
平成２６(2014)年	02月24日	改正
平成２７(2016)年	03月31日	改正
平成30(2018)年	03月31日	改正
令和2（2020）年	1月21日	改正
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